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Ｑ　

宿
泊
税
問
題
に
つ
い
て
、

県
と
市
の
ト
ッ
プ
対
談
後
、

い
か
な
る
調
整
が
行
わ
れ
、

現
在
ど
う
い
う
状
況
に
あ
る

の
か
。
実
務
者
同
士
の
協
議

が
進
ま
な
い
場
合
、
知
事
は

こ
れ
ま
で
の
言
明
通
り
出
処

進
退
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
と

考
え
る
が
所
信
を
問
う
。

Ａ　

宿
泊
税
の
実
務
者
協
議

は
11
月
21
日
か
ら
、
森
林
環

境
税
等
そ
の
他
の
事
項
は
翌

22
日
か
ら
協
議
を
始
め
た
。

宿
泊
税
の
協
議
は
２
回
行
わ

れ
、
福
岡
市
は
「
地
方
自
治

の
原
則
は
基
礎
自
治
体
優
先

で
あ
り
、
二
重
課
税
は
二
重

行
政
を
招
き
、
税
の
原
則
で

あ
る
簡
素
性
に
反
す
る
と
と

も
に
、
事
業
者
の
負
担
と
な

る
こ
と
か
ら
避
け
る
べ
き

だ
。
福
岡
市
内
で
は
県
は
課

税
す
べ
き
で
な
い
」
と
い
う

意
見
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
県
は
「
地
方
自
治
法
の

考
え
方
で
は
広
域
に
わ
た
る

観
光
行
政
は
県
が
取
り
組
む

行
政
課
題
で
あ
る
。
二
重
課

税
そ
の
も
の
が
二
重
行
政
を

招
く
の
で
は
な
く
、
互
い
の

施
策
が
最
大
の
効
果
を
発
揮

す
る
よ
う
調
整
す
る
。
税
額

は
原
則
２
０
０
円
だ
が
、
市

が
課
税
す
る
場
合
は
納
税
者

の
負
担
軽
減
の
た
め
市
内
は

１
０
０
円
と
す
る
」
と
意
見

を
述
べ
た
。
実
務
者
同
士
の

協
議
を
重
ね
、
必
要
に
応
じ

ト
ッ
プ
会
談
を
行
い
た
い
。

Ｑ　

企
業
局
職
員
の
不
祥
事

に
関
し
、
知
事
と
し
て
政
治

責
任
を
果
た
す
時
期
に
至
っ

た
と
判
断
す
る
が
、
見
解
を

問
う
。

Ａ　

10
月
か
ら
新
た
な
対
策

を
含
め
徹
底
し
た
不
祥
事
撲

滅
の
取
り
組
み
を
始
め
て
い

た
が
、
４
年
間
に
わ
た
り
企

業
局
職
員
が
訪
問
介
護
に
従

事
し
、
介
護
実
態
と
異
な
る

記
録
を
作
成
し
て
不
正
に
報

酬
を
得
て
い
た
行
為
が
判
明

し
た
こ
と
は
、
県
民
の
信
頼

を
損
な
う
も
の
で
、
行
政
の

ト
ッ
プ
と
し
て
責
任
を
痛
感

し
て
い
る
。
私
自
身
、
自
ら

を
厳
し
く
律
し
、
職
員
の
先

頭
に
立
っ
て
県
民
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
県
政
の
推
進
に
ま

い
進
し
て
い
く
と
同
時
に
、

不
祥
事
の
再
発
防
止
に
職
員

と
全
力
で
取
り
組
む
こ
と
で
、

県
民
の
信
頼
を
取
り
戻
す
こ

と
が
責
務
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
た
め

の
新
た
な
基
金
の
創
設
は
。

Ａ　

こ
れ
ま
で
本
県
は
ア
ス

リ
ー
ト
の
育
成
や
地
域
ス

ポ
ー
ツ
の
振
興
、
キ
ャ
ン
プ

地
の
誘
致
な
ど
に
、
従
前
を

大
き
く
上
回
る
予
算
を
一
般

財
源
と
し
て
措
置
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
充
実

強
化
さ
せ
、
国
際
規
模
の
大

会
を
県
内
に
誘
致
し
て
い
く

に
は
、
機
動
的
に
活
用
で
き

る
安
定
し
た
資
金
の
確
保
が

必
要
で
、
基
金
の
創
設
は
一

つ
の
方
策
と
考
え
る
。
一
方
、

創
設
に
は
対
象
と
な
る
事
業

の
範
囲
、
規
模
、
管
理
・
運

用
の
主
体
と
方
法
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
課
題
を
整
理
し
解

決
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
課
題
を
ど
う
解
決
し
て

い
く
か
検
討
し
て
い
く
。

Ｑ　

知
事
は
「
県
民
幸
福
度

日
本
一
」
を
目
標
に
掲
げ
取

り
組
ん
で
き
た
。
こ
の
７
年

８
カ
月
を
総
括
し
、
ど
う
評

価
し
て
い
る
の
か
。

Ａ　

毎
年
の
県
民
意
識
調
査

で
「
福
岡
県
に
生
ま
れ
て
良

か
っ
た
、
生
活
し
て
良
か
っ

た
」
と
言
っ
て
い
た
だ
け
る

方
は
、知
事
就
任
時
以
来
、
上

昇
基
調
に
あ
り
、
こ
こ
３
年

間
は
連
続
し
て
８
割
を
超
え

る
な
ど
幸
福
実
感
は
着
実
に

高
ま
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。
県
民
生
活
の
向
上
に
向

け
て
「
地
域
経
済
の
活
性
化

と
魅
力
あ
る
雇
用
の
創
出
」

「
若
い
世
代
の
夢
と
希
望
を

か
な
え
る
社
会
づ
く
り
」
な

ど
に
取
り
組
み
、
成
果
は
着

実
に
上
が
っ
て
き
て
い
る
。

一
方
で
、
保
育
所
待
機
児
童

数
、
審
議
会
等
委
員
に
占
め

る
女
性
の
割
合
、
特
定
健
康

診
査
の
実
施
率
な
ど
は
引
き

続
き
改
善
に
向
け
て
対
策
を

強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ｑ　

軽
減
税
率
は
制
度
が
複

雑
で
あ
る
た
め
、
早
い
時
期

か
ら
周
知
に
努
め
、
事
業
者

へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ポ
ー
ト

が
必
要
だ
。
県
は
ど
う
取
り

組
む
の
か
。

Ａ　

平
成
29
年
９
月
に
設
置

さ
れ
た
国
、
県
、
経
済
団
体

な
ど
で
構
成
す
る
「
福
岡
県

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
実
施

協
議
会
」
が
支
援
措
置
に
関

す
る
情
報
の
周
知
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
本
県
も
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
説
明
会
な
ど
で
周

知
を
図
っ
て
い
る
。
今
後
と

も
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が

ら
周
知
を
行
っ
て
い
く
。

　

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業

者
は
、
複
数
税
率
対
応
レ
ジ

の
準
備
や
税
務
申
告
な
ど
に

不
安
を
抱
え
て
い
る
た
め
、

県
内
４
地
域
の
地
域
中
小
企

業
支
援
協
議
会
を
通
じ
て
国

の
支
援
策
を
周
知
し
、
セ
ミ

ナ
ー
な
ど
で
啓
発
を
進
め
て

い
る
。
具
体
的
な
相
談
に
つ

い
て
は
、
中
小
企
業
支
援
団

体
な
ど
と
連
携
し
、
個
々
の

事
業
者
の
状
況
に
応
じ
た
支

援
を
行
っ
て
い
く
。

Ｑ　

平
成
30
年
７
月
豪
雨
の

被
災
地
で
は
、
国
や
県
の
支

援
策
は
ど
の
程
度
活
用
さ
れ

て
い
る
の
か
。
農
地
や
農
業

用
施
設
の
復
旧
の
見
通
し
に

つ
い
て
は
。

Ａ　

農
業
用
機
械
や
ハ
ウ
ス

施
設
の
再
取
得
・
修
繕
、
被

災
し
た
野
菜
・
花
き
の
種
苗

購
入
、
流
失
し
た
家
畜
用
飼

料
の
購
入
の
三
つ
に
対
す
る

助
成
事
業
で
１
６
３
８
件
、

約
11
億
円
の
補
助
金
が
申
請

さ
れ
、
順
次
、
復
旧
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
農
地
・
農
業

用
施
設
で
は
市
町
村
に
復

旧
工
法
な
ど
技
術
的
に
助

言
し
、
こ
れ
ま
で
に
全
体
の

87
％
に
当
た
る
５
７
４
カ
所

で
災
害
査
定
が
実
施
さ
れ
、

12
月
21
日
ま
で
に
全
て
完
了

す
る
見
込
み
で
あ
る
。
県
は

査
定
が
終
わ
っ
た
箇
所
の
実

施
設
計
書
作
成
を
支
援
。
市

町
村
は
順
次
、
復
旧
工
事
を

発
注
し
て
い
る
。
引
き
続
き

市
町
村
を
支
援
し
、
早
期
復

旧
に
努
め
て
い
く
。

Ｑ　

本
県
と
福
岡
市
が
宿
泊

税
を
導
入
し
た
場
合
、
い
わ

ゆ
る
二
重
課
税
と
な
る
。
報

道
で
は
福
岡
市
は
「
基
礎
自

治
体
が
優
先
す
る
と
い
う
原

則
が
あ
る
」
と
し
て
、
市
が

単
独
で
課
税
す
べ
き
と
の
考

え
を
示
し
て
い
る
が
、
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。

Ａ　

広
域
に
わ
た
る
観
光
行

政
は
県
が
取
り
組
む
べ
き
行

政
課
題
で
あ
り
、
県
全
体
の

観
光
の
底
上
げ
を
図
る
た
め

の
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
は

県
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
地
方
公
共
団
体
が
有

す
る
課
税
自
主
権
は
、
既
に

宿
泊
税
を
導
入
し
て
い
る
自

治
体
の
例
に
あ
る
よ
う
に
、

県
と
市
町
村
い
ず
れ
か
一
方

が
優
先
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。県
は
全
国
知
事
会
の「
新

し
い
地
方
税
源
と
地
方
税
制

を
考
え
る
研
究
会
」
の
報
告

書
の
趣
旨
、
財
源
検
討
会
議

の
報
告
書
の
内
容
を
踏
ま

え
、
県
が
持
つ
課
税
自
主
権

に
基
づ
き
宿
泊
税
を
導
入
す

る
考
え
だ
。

Ｑ　

ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
の
早

期
救
済
の
必
要
性
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
る
か
。

Ａ　

社
会
全
体
で
ア
ス
ベ
ス

ト
被
害
者
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

い
わ
ゆ
る
石
綿
健
康
被
害
救

済
法
に
基
づ
く
救
済
制
度
が

設
け
ら
れ
た
。
こ
の
制
度
で

補
償
さ
れ
な
い
慰
謝
料
な
ど

を
求
め
て
、
国
や
企
業
に
損

害
賠
償
を
求
め
る
裁
判
が
係

属
し
て
い
る
の
は
承
知
し
て

い
る
。
県
は
救
済
制
度
の
安

定
的
、
着
実
な
運
営
が
一
人

で
も
多
く
の
被
害
者
の
迅
速

な
救
済
に
つ
な
が
る
と
考
え

る
。
制
度
の
周
知
や
石
綿
健

康
被
害
救
済
基
金
へ
の
拠
出

を
実
施
し
、
国
に
全
国
知
事

会
を
通
じ
て
ア
ス
ベ
ス
ト
対

策
の
充
実
・
強
化
を
求
め
て

い
る
。

Ｑ　

本
県
の
最
低
賃
金
は
知

事
が
求
め
る
８
０
０
円
を
超

え
８
１
４
円
と
な
っ
た
が
、

８
１
４
円
を
ひ
と
月
の
法
定

労
働
時
間
上
限
１
７
７
・
１

時
間
で
計
算
す
る
と
年
収
は

１
７
３
万
円
程
度
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
働
く
貧
困
層
」

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
い
わ
れ

る
年
収
２
０
０
万
円
未
満
に

あ
た
る
。
現
状
の
最
低
賃
金

水
準
で
は
特
に
非
正
規
労
働

者
の
待
遇
改
善
に
は
不
十
分

と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う

に
考
え
る
の
か
。

Ａ　

本
県
は
全
国
で
唯
一
、

国
に
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ

の
提
言
を
継
続
し
て
行
っ
て

き
た
。
最
低
賃
金
が
、
目
標

と
し
て
き
た
県
内
の
生
活
保

護
の
水
準
で
あ
る
８
０
０
円

を
超
え
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
大
き
な
前
進
で
あ
る
。
一

方
で
、
正
規
雇
用
労
働
者
と

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
待
遇

に
は
依
然
と
し
て
差
が
あ

り
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
の

賃
金
は
低
い
状
況
に
あ
る
。

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現

と
着
実
な
最
低
賃
金
引
上
げ

の
継
続
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
旨
を
国
に
要
望
し
て
い

る
。

Ｑ　

介
護
現
場
の
人
材
不
足

に
よ
る
外
国
人
介
護
人
材
の

受
け
入
れ
状
況
と
県
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
。

Ａ　

経
済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ

Ａ
）
に
基
づ
く
介
護
福
祉
士

候
補
者
に
つ
い
て
、
平
成
21

年
度
か
ら
平
成
30
年
度
ま
で

に
、
対
象
国
か
ら
83
人
を
県

内
の
介
護
施
設
で
受
け
入
れ

て
い
る
。
県
内
の
介
護
福
祉

士
養
成
施
設
で
資
格
取
得
を

目
指
す
外
国
人
留
学
生
は

年
々
増
加
し
、
平
成
30
年
６

月
現
在
で
67
人
で
あ
る
。
介

護
の
技
能
実
習
生
に
つ
い
て

は
、
ま
だ
県
内
の
介
護
施
設

な
ど
で
の
受
け
入
れ
は
な

い
。

　

平
成
22
年
度
か
ら
国
の
補

助
制
度
を
活
用
し
、
介
護
福

祉
士
候
補
者
を
受
け
入
れ
た

施
設
に
対
し
、
候
補
者
の
日

本
語
学
習
や
専
門
的
な
知
識

習
得
な
ど
を
支
援
す
る
費
用

を
助
成
し
て
い
る
。
修
学
資

金
貸
付
制
度
に
つ
い
て
は
平

成
30
年
３
月
か
ら
、
連
帯
保

証
人
の
要
件
を
緩
和
す
る
な

ど
外
国
人
留
学
生
が
利
用
し

や
す
い
よ
う
見
直
し
た
。

Ｑ　

今
年
実
施
し
た
医
療
的

ケ
ア
児
・
者
へ
の
調
査
結

果
を
踏
ま
え
、
自
宅
で
暮
ら

し
て
い
る
当
事
者
や
家
族
の

ニ
ー
ズ
を
今
後
の
具
体
策
に

反
映
さ
せ
、
各
自
治
体
が
取

り
組
ん
で
い
る
事
業
か
ら
抽

出
さ
れ
る
課
題
に
も
っ
と
耳

を
傾
け
、
人
材
確
保
や
制
度

の
外
に
置
か
れ
た
医
療
的
ケ

ア
児
・
者
の
問
題
な
ど
よ
り

積
極
的
な
支
援
の
強
化
に
つ

い
て
、
知
事
の
決
意
を
問
う
。

Ａ　

県
は
今
年
度
、
医
療
的

ケ
ア
児
・
者
と
そ
の
家
族
の

生
活
実
態
、医
療
、福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
状
況
、
そ
の
利

用
に
お
け
る
困
り
ご
と
や
相

談
に
関
す
る
状
況
、
今
後
希

望
す
る
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
つ

い
て
実
態
調
査
を
行
っ
た
。

調
査
で
得
ら
れ
た
ニ
ー
ズ
や

課
題
を
基
に
、
必
要
な
施
策

の
検
討
を
進
め
て
い
く
。

Ｑ　

教
員
の
負
担
軽
減
や
、

ス
ク
ー
ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
ス

タ
ッ
フ
配
置
に
よ
る
緩
和
対

策
の
実
施
に
つ
い
て
。

Ａ　

来
年
度
の
文
部
科
学
省

の
概
算
要
求
に
は
、
小
学
校

英
語
専
科
指
導
の
充
実
を
図

る
た
め
の
教
員
定
数
の
改
善

や
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、

部
活
動
指
導
員
の
配
置
拡
充

な
ど
の
予
算
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
。
学
校
の
指
導
・
運

営
体
制
の
強
化
を
図
り
、
教

員
の
負
担
軽
減
と
学
校
教
育

の
質
的
向
上
に
つ
な
が
る
も

の
で
、
可
能
な
も
の
か
ら
着

実
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
今

年
、
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
に

「
県
教
職
員
の
働
き
方
改
革
サ

ポ
ー
ト
宣
言
」
を
表
明
し
て

い
た
だ
い
た
。
学
校
現
場
の

教
員
が
抱
え
る
負
担
感
は
非

常
に
大
き
く
、
今
後
、
他
の

都
道
府
県
等
で
の
「
ス
ク
ー

ル
・
サ
ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
」

導
入
の
成
果
や
各
市
町
村
の

状
況
を
十
分
に
踏
ま
え
て
、

外
部
専
門
家
の
活
用
充
実
も

含
め
、
教
員
の
負
担
軽
減
を

一
層
進
め
て
い
く
。
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・
県
政
県
議
団

国
民
民
主
党
・
県
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県
議
団

佐
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（田川市）

公
明
党

公
明
党

田
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正
勝  

（久留米市）

緑
友
会

緑
友
会

椛
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德
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（柳川市）


